
 

 

 

 

2024年度（第 53期）事業報告書(抄) 
 

 

 

 

自 2024年 4月 1 日 

至 2025年 3月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人ジェイエフマリンバンク支援協会 

 

 

 

 

 

 



 

2024年度 事業報告 

 

 

 

1   会     員 

 

  年度末における正会員数は 82会員。うち単協会員数は、信漁連への信用事業譲

渡により 1会員減少し 67会員。一県一漁協会員数も同様に、信漁連への信用事業

譲渡により 1会員減少し 4会員。 

 

区      分 前 期 末 期 中 増 加 期 中 減 少 当 期 末 

正 会 員 数 84 0 2 82 

内 

 

 

訳 

単   協 

一 県 一 漁 協 

信 漁 連 

農 林 中 金 

68 

5 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

67 

4 

10 

1 

 

年度末における賛助会員は、全漁連、27都道県漁連及び 7漁協(前年＋1漁協)。 

 

 

 

2   基 金 造 成 

 

ＪＦマリンバンク支援基金（正味財産）は、2019年度以降の負担金積立停止継

続により、収益が特定資産受取利息・配当金 22,385千円、債務保証料 2,850千円

等にとどまった一方、費用は金銭贈与・利子補給金交付 324,548千円等の支出に

より、年度間で 346,145千円減少し、期末残高は 20,002,724千円となった。 

                                                           （単位：千円） 

区      分 前 期 末 残 高 期 中 増 減     当 期 末 残 高  

 

指  定 

正味財産 

 

入会金 

相互援助積立金 

寄附金 

負担金 

（小  計） 

50,100  

2,579,800  

4,118,675  

13,600,294  

(20,348,869) 

0  

0  

0  

△346,145  

(△346,145) 

50,100  

2,579,800  

4,118,675  

13,254,149  

(20,002,724) 

一 般 正 味 財 産 0  0  0  

計 20,348,869   △346,145  20,002,724  

(注)負担金の期中増減には、受取負担金のほか指定正味財産に計上する受取利息等を含む。 

 

 



 

3   支 援 業 務 

 

再編強化法第 33 条に基づく農林中央金庫からの支援要請を受けて、信用事業

の再編等に必要な支援として、以下のとおり支援を実施した。 

  （単位：千円） 

支  援  種  別 件  数 金   額 備   考  

優 先 出 資 引 受 0 0  

金 銭 贈 与 4 292,201  

利 子 補 給 金 交 付 4 32,348  

債 務 保 証 1 1,500,000 左記金額は保証残高 

 

 

 

4   庶     務 

 

(1) 役員の異動 

 

区  分       前 期 末  期中増加 期中減少 当 期 末  備 考 

理  事    6    6 6      6 
増減は、任期満了に伴う

改選による。 
監  事    2    2    2    2 

計   8 8    8    8 

 

(2)  監事監査 

2024年 5 月 8 日    2023年度決算監査 

2024年 10月 15日    2024年度上半期監査 

 

(3） 外部監査 

2024年 4 月 25日    袖山公認会計士事務所による 2023年度決算監査 

2025年 3 月 17日    袖山公認会計士事務所による 2024年度期中監査 

 

(4)  規程類の制定及び改正 

2025年 3 月 31日    会計細則の改正 

 

(5)  登    記 

2024年 6 月 24日    役員変更登記 

 

 

 

 



 

5   会     議  

 

会議種別 年 月 日 会     議     名 

総 会 
2024 年 6 月 20 日 第 1回 通常総会 

2 0 2 5 年 3 月 7 日 第 2回 通常総会 

理 事 会 

2024 年 5 月 16 日 第 1回 理事会 

2024 年 6 月 20 日 第 2回 理事会 

2024 年 10 月 16 日 第 3回 理事会  

2025 年 1 月 22 日 第 4回 理事会 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

事業報告の附属明細書 

 

 

 

記載すべき事項はない。 

 

 

 

以 上 


